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 本論文は、内外で今後必ず実現していかなければならない、環境保全により発展する

経済社会への円滑な移行、また、そうした型の地域づくりに向けて、政策を立案、設計

するに際しての有効性の高いアプローチを提案するものである。 

環境政策分野では、歴史が浅いため、政策設計の手法や着想に関し、既に整理された知

見、定説があるわけではない。このため、本論文における提案は、今後の環境政策設計

の円滑化などに貢献することが期待できる。 

特に、この論文で、第三世代の環境政策によって目指すべきものとした「生命共同体」

（環境保全により発展する人類の経済社会を内包するものであり、2000年にハーグで採

択された「地球憲章」にある’community of life’ の訳語である。人類社会の究極的

な在り方として示唆されているもの。）への道筋については、未だ、各方面で参照され

るような提案はなされていない。2012年の、国連主催のサミット「リオ＋20」において

も、そのような状態へと人類を導く、全体的で統合的な政策を必要とする、とされてい

る。本論文は、主に、経済社会活動の変革を主要眼目とするアプローチによって、この

ような政策の設計に貢献しようと図ったものである。 

 

本論文の第１章においては、まず、環境政策を巡る社会的な紛争に共通するパターンを

整理し、その鳥瞰図を得る。次いで、現在の人類が直面する課題として極めて大きなも

のが、地球環境の破壊とそれによる人類の生活や地球生態系の毀損にあることを述べる。

そして、この課題を克服するには、人類が地球生態系の善き一部になるような、特に経

済活動の在り方を中心とした大きな変革が必要であるとし、そうした状態に向けた新し

い政策の設計や実装には、摩擦や紛争を伴わざるを得ないものである以上、こうした政

策を円滑に設計等していく時の有益な指針が重要であって、そうした指針づくりが本論

文の目的であることを明らかにしている。このほか、第1章においては、本論文が採用

した方法を説明している。本論文は、政策現場において、論者が長年担当し、あるいは

指導した環境政策の設計や実装に際しての経験を整理、多視角から考察し、有用な指針

をまとめる方法を基礎としている。 

 



第２章においては、まず、環境政策の大きな歴史的な流れを振り返り、現在の到達点と

課題を整理している。すなわち、環境上の被害の極小化に専念した第一世代の環境政策

の後を受けて、環境の恵みの享受と子孫への継承を掲げた第二世代の環境政策が登場し

たが、この政策が、今日なお、経済活動の中へ環境保全を統合することに成功していな

いことを指摘した。 

論者が行政官として立案、制定などを担当した政策は、この第二世代に属するものであ

るが、これらのうちでも特に新機軸のあったものを取り上げて紹介しつつ、その政策に

関する合意形成、導入作業が難しかった要因、逆に、結果的に政策の円滑な形成につな

がった要因などを考察した。 

取り上げた分野は、有用な物資・製品の規制、エネルギーの利用規制、自動車排出ガス

と運行の規制、低炭素都市づくり、環境政策理念の転換、政府環境行政組織や権限配分

の改革、環境経済政策、及び協働取組みの導入、の８分野である。 

考察の結果、政策設計の障害になったのは、「法律の役割に関する狭い見方」、「経済

的な損得感」、「科学技術のサポート不足」と整理され、他方で、政策設計を円滑化し

た着想は、「複数価値の是認、その同時達成」、「多数主体の役割の考慮」、「政策の

進化の促進・活用」と整理できた。 

 

第３章においては、上述の経験で整理した障害要因、成功要因のうち、新規の政策の障

害となりがちな要因側を取り上げ、さらに考察を深めた。具体的には、それら要因の依

ってきたる背景を考察し、今後の、地球環境と共生する人類社会の建設に当たって、必

ずしも有効でない着想がどこに含まれているのかを明らかにした。この結果、環境政策

立案上の伝統的な発想に組み込まれているがゆえに、今後も障害となりがちであると目

される着想として考えられたのは、「通俗的に解釈された経済学パラダイム」、「経済

を優先してしまいがちな工学的発想」、「法律が果たす役割に関する限定的な見方」で

ある。 

 

第４章においては、第2章で観察された新しい政策を成功に導く可能性のある３つの要

因を取り上げ、こうした、いわば経験知が、理論的に支持され得る根拠を探っている。

具体的には、経済行動学の理論、国際社会制度の理論、そして生態系の共進化の理論な

ど、要すれば、自然の中の人間社会の行動を考える上で有益な理論フレームとの突合を

図る。 

こうした上で、論者が提唱する、「複数価値の同時達成を目指すコ・ベネフィット」、

「マルチステークホルダー間の協力の積極的な構築」及び「関係者の行動や関係の共進

化の仕組みづくり」という、政策設計態度を「生命共同体アプローチ」として定式化す

る。 

 



第５章においては、このようなアプローチを現実の課題の解決に向けて実装した例を取

り上げる。 

具体的には、論者が、第4章で示したような政策設計手法を強く意識しつつ担当した、

「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に係る特別措置法」による取組みを取り上

げ、これまでの3年余にわたる現地での実行の成果等に関し、実際の政策担当経験者と

して初めての報告を行い、検証し、提案した生命共同体アプローチの有効性を中間的に

評価する。 

その中間評価によれば、水俣病地域では、再生に向けたいくつかの山場を既に乗り越え

つつあり、自律的な再生の動きが育ちつつあると考えられた。 

なお、新アプローチを実装すべきレイヤーは3層あると考えられる。一つは、足元の現

場であり、二つ目は、国のレイヤーである、三つ目は国際社会である。こうした中、本

論文では、水俣病地域の再生問題をいわば実証の場としたが、これは、この３つのレイ

ヤーの中では、足元の暮らしや生産の場が基盤となること、及び、水俣病地域の再生に

は、地球全体での環境との共生や、東北地方での災害地の、災害に耐えて復元力のある

持続可能な地域への復興という現下の内外の大課題に通底する様々な要素があるから

である。 

 

 さらに、第６章においては、第5章までの考察を踏まえ、人類を地球生態系の善き一

部となることへ導く、いわば第三世代の環境政策の全面的な展開が必須であり、急務で

あることを述べ、その積極的な開発・実践へ向け、環境政策関係者の自覚的・意識的な

取組みを早急に開始することを訴えている。また、人類が地球生態系の善き一部になる

ことに向けた取組みは、特別の機会にのみ必要であったり、可能であったりするのでは

なく、あらゆる機会に可能であり、実行すべきことを述べ、そのような取組みが組み合

わさって、速い速度で、社会が変革されることを期待すると結んでいる。 


